
JP 5311975 B2 2013.10.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その上に樹脂の流路形成部材が設けられる液体吐出ヘッド用基体であって、
　液体を吐出するためのエネルギーを発生する発熱抵抗体と、
　前記発熱抵抗体に電気的に接続する電極配線と、
　前記発熱抵抗体と前記電極配線上に設けられる絶縁の保護層と、
　前記保護層上に設けられる上部保護層と、
を有し、
　前記上部保護層は、２２ａｔ．％以上７０ａｔ．％以下のＳｉを含有するＴａＳｉ合金
からなることを特徴とする液体吐出ヘッド用基体。
【請求項２】
　前記上部保護層は、前記基体の側のＳｉの含有量よりも、前記流路形成部材の側のＳｉ
の含有量が多いことを特徴とする請求項１に記載の液体吐出ヘッド用基体。
【請求項３】
　前記流路形成部材と前記上部保護層との間に位置し、前記上部保護層に接し、有機物を
含む有機層を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の液体吐出ヘッド用
基体。
【請求項４】
　前記有機層が、ポリエーテルアミド樹脂であることを特徴とする請求項３に記載の液体
吐出ヘッド用基体。
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【請求項５】
　前記上部保護層の膜厚が、１０ｎｍ以上、５００ｎｍ以下であることを特徴とする請求
項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド用基体。
【請求項６】
　前記上部保護層の膜応力が、０より大きく１．０×１０１０ｄｙｎ／ｃｍ２以下の圧縮
応力であることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッ
ド用基体。
【請求項７】
　前記発熱抵抗体に対応する前記上部保護層の上側にＴａ層が設けられていることを特徴
とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド用基体。
【請求項８】
　前記上部保護層の下側にＴａ層が設けられていること特徴とする請求項１乃至請求項６
のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド用基体。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド用基体と、
　前記液体吐出ヘッド用基体上に設けられる流路形成部材と、を有し、
　前記流路形成部材には、液体を吐出する吐出口が形成されていることを特徴とする液体
吐出ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙、プラスチックシート、布等の記録媒体に対して、液体（例えばインク等
の機能性液体）を吐出することにより、文字、記号、画像や、パターン等の記録等を行う
液体吐出ヘッド用基体及びこれを用いる液体吐出ヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液体吐出記録に使用されるヘッドの一般的な構成としては、複数の吐出口とこの吐出口
に連通する流路と、液体を吐出するために利用される熱エネルギーを発生する複数の発熱
抵抗体と、を有する構成を上げることができる。そして、発熱抵抗体は発熱抵抗体及びこ
れに電力を供給するための電極を有して構成され、この発熱抵抗体が絶縁膜により被覆さ
れることで、各発熱抵抗体間での絶縁性が確保される。各液体流路は，その吐出口と反対
側の端部が共通液室に連通しており、この共通液室には液体貯留部としての液体タンクか
ら供給される液体が貯留される。そして、共通液室に供給された液体は、ここから各液体
流路に導かれ、吐出口近傍でメニスカスを形成して保持される。この状態で、発熱抵抗体
を選択的に駆動させることにより発生する熱エネルギーを利用して熱作用面上の液体を急
激に加熱発泡させ、この状態変化に伴う圧力によって液体を吐出させる。
【０００３】
　この液体吐出時における液体吐出ヘッドの熱作用部は、発熱抵抗体の発する熱により高
温に曝されるとともに、液体の発泡、収縮に伴うキャビテーション衝撃や液体による化学
的作用を複合的に受けることになる。
【０００４】
　よって、通常、熱作用部には、このキャビテーション衝撃や、液体による化学的作用か
ら発熱抵抗体を保護するために上部保護層が設けられる。
【０００５】
　このような上部保護層が形成されたヘッド用基体を用いて液体吐出ヘッドの製造方法は
、例えば特許文献１に開示されている。
【０００６】
　従来は、これらのキャビテーション衝撃や液体による化学的作用に対して比較的強いＴ
ａ膜を、上部保護層として熱作用部の表面に０．２～０．５μｍの厚さに形成し、ヘッド
の寿命及び信頼性の両立を図っていた。
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【０００７】
　また、これらの熱作用部では、液体に含まれる色材及び添加物などが高温加熱されるこ
とにより分子レベルで分解されて難溶解性の物質に変化し、上部保護層上に物理吸着する
現象が起こっていた。この現象はコゲーションと呼ばれている。
【０００８】
　このように、上部保護層上に難溶解性の有機物や無機物が吸着すると、発熱抵抗体から
液体への熱伝導が不均一になり、液体の発泡が不安定になる。そこで、比較的コゲーショ
ンの生じない良好な膜であるＴａ膜が一般的に用いられている。
【０００９】
　以下に、熱作用部における液体の発泡、消泡に伴う様子について図７を用いて詳細に説
明する。図７は、電圧を印加してからの上部保護層の温度変化と発泡状態とを説明する図
である。
【００１０】
　図７の曲線（ａ）は、駆動電圧Ｖｏｐ：１．３×Ｖｔｈ（Ｖｔｈ：液体の発泡閾値電圧
）、駆動周波数：６ｋＨｚ、パルス幅：５μｓである駆動条件の下で、発熱抵抗体に電圧
を印加した瞬間からの上部保護層での表面温度の経時変化を示したものである。また、曲
線（ｂ）は、同様に発熱抵抗体に電圧を印加した瞬間からの泡の成長状態を示す。
【００１１】
　曲線（ａ）のように、電圧を印加してから昇温が始まり、設定された所定のパルス時間
よりやや遅れて昇温ピーク（発熱抵抗体からの熱が上部保護層に達するのがやや遅れるた
め）となり、それ以降は主として熱拡散により温度が降下する。一方、曲線（ｂ）のよう
に泡の成長は、上部保護層温度が３００℃付近から発泡成長が始まり、最大発泡に達した
後、消泡する。実際の液体吐出ヘッドでは、これが繰り返し行われる。このように、液体
の発泡に伴い、上部保護層表面は、例えば６００℃付近まで昇温しており、いかに液体吐
出記録が高温の熱作用を伴って行われているかがわかる。
【００１２】
　従って、液体に接する上部保護層は、耐熱性、機械的特性、化学安定性、耐酸化性、耐
アルカリ性等に優れた膜特性が要求される。上部保護層に用いられる材料としては、上述
したＴａ膜の他に、貴金属、高融点遷移金属等が用いられる。
【００１３】
　ところが、近年、液体吐出記録への高画質化、高速記録等の高機能化に対する要求が一
段と高まってきている。これらの要求を満足するために、インクの性能の向上、例えば高
画質化に対応して発色性や耐候性の向上が求められるとともに、高速記録に対応してブリ
ーディング（カラー異色インク間でのにじみ）の防止が求められている。そこで、これら
の要求を満たすために、インク中に種々の成分を添加する試みがなされている。また、イ
ンク種自体もブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの他に、濃度を薄くした淡色のイン
クを用いる等、多様化してきている。これらのインクに対して、上部保護層として従来安
定とされていたＴａ膜さえも、インクとの熱化学反応により、Ｔａ膜が腐食する現象が起
こる。例えば、Ｃａ、Ｍｇなどの二価金属塩や、キレート錯体を形成する成分を含有する
インクを用いた場合には、顕著に現れる。
【００１４】
　一方、上述したようにインクに対する耐腐食性を改善した上部保護層を形成した場合に
は、耐腐食性が高い代わりに表面がほとんどダメージを受けないため、逆にコゲーション
が発生し易くなる傾向がある。これにより、インクの吐出速度が低下し、不安定となる。
【００１５】
　なお、従来用いられているＴａ膜においてコゲーションの発生が少ないのは、Ｔａ膜の
若干の腐食とコゲーションがバランス良く生じているためである。これは、Ｔａ膜の表面
が腐食により削れ落ちる際に、コゲーションによる生成物の堆積も一緒にＴａ膜の表面か
ら除去されると推測されている。
【００１６】
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　また、液体吐出記録の高速化を更に進めるためには、従来よりも駆動周波数を上げて、
より一層の短パルスによる駆動が必要となる。このような短パルス駆動においては、ヘッ
ドの熱作用部において短時間に加熱→発泡→消泡→冷却が繰り返されるため、従来より、
短い時間に、より多くの熱ストレスを受けるものとなっている。また、短パルス駆動によ
り、インクの発泡、収縮に伴うキャビテーション衝撃も従来になく短時間に上部保護層に
集中する。そのため、特に機械的な衝撃特性に優れた上部保護層が必要となる。
【００１７】
　このような上部保護層として、特許文献２には、１２ａｔ．％以上のＣｒを含むアモル
ファス構造のＴａＣｒ合金を用いる液体吐出ヘッド用基体が開示されている。
【００１８】
　また、特許文献２には、ドライエッチングによるパターニング加工の観点から、３０ａ
ｔ．％以下のＣｒを含むアモルファス構造のＴａＣｒ合金を用いる液体吐出ヘッド用基体
が開示されている。
【特許文献１】特開平６－２８６１４９号公報
【特許文献２】特開２００４－２１６８７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　しかしながら、近年の記録画像の高速記録化に伴って、液体吐出ヘッド用基体の長尺化
（特に１．０インチ以上）や、インクの耐光性や耐ガス性を向上させるための添加物を含
有するインクの採用ということが考えられる。この場合には、ヘッドの構成部材の線膨張
率の違いによって液流路壁や吐出口を形成する樹脂層の応力等にひずみを生じ、また新規
インクの成分によっても構成部材間の界面に影響を与えるおそれがある。これらのことか
ら、液流路壁や吐出口を形成する樹脂製の流路形成部材とシリコン基板上の上部保護層と
の間で剥離が発生するおそれがあった。また、両者の密着性を向上させるため、上部保護
層上に有機物の密着層を設けても、この密着層と上部保護層との界面付近で剥離が発生し
、インクが保護層より基板側に浸透し、配線の腐食を引き起こしてしまう可能性があった
。その結果、良好な記録が得られず、長期に渡る品質信頼性を確保することが困難となる
可能性があった。
【００２０】
　つまり、基体サイズが０．５インチ以上１．０インチ未満の場合には、特許文献１に開
示されるＴａＣｒ膜と有機物の密着層との間の密着性は良好であった。しかし、基体サイ
ズが１インチ以上の長尺化された記録素子基板では、より密着性を向上させた上部保護層
が求められるようになってきている。
【００２１】
　また、特許文献２に開示されているように、ＴａＣｒ膜のパターン加工を行う場合に、
一般的に多用されているドライエッチングを用いると、エッチングレートはＣｒ含有量に
依存し、Ｃｒ含有量の増加に伴い低下する。
【００２２】
　そこで本発明は、上述する課題に鑑みてなされたものであって、液体吐出ヘッド用基体
のインクに接する部分を有する上部保護層と樹脂層との密着性を改善し、長期に渡る品質
信頼性が得られる液体吐出ヘッド用基体を提供することを目的とする。また、このような
液体吐出ヘッド用基体を用いる液体吐出ヘッドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上述の目的を解決するため、本発明の液体吐出ヘッド基体は、その上に樹脂の流路形成
部材が設けられる液体吐出ヘッド用基体であって、液体を吐出するためのエネルギーを発
生する発熱抵抗体と、前記発熱抵抗体に電気的に接続する電極配線と、前記発熱抵抗体と
前記電極配線上に設けられる絶縁の保護層と、前記保護層上に設けられる上部保護層と、
を有し、前記上部保護層は、２２ａｔ．％以上７０ａｔ．％以下のＳｉを含有するＴａＳ
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ｉ合金からなることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の液体吐出ヘッドは、上述の液体吐出ヘッド基体に、吐出口を有する流路
形成部材が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によると、液体吐出ヘッド用基体のインクに接する部分を有する上部保護層と樹
脂層との密着性を改善し、長期に渡る品質信頼性が得られる液体吐出ヘッド基体及びこれ
を用いる液体吐出ヘッドを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の実施形態を図面等に基づいて説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の実施例に係る液体吐出ヘッドを示す模式的な切断面部分図である。
【００２８】
　図１において、１００は液体吐出ヘッド用基体である。液体吐出ヘッド用基体上に、樹
脂製の流路形成部材１０９が設けられる。１０１はシリコン基板、１０２は熱酸化膜から
なる蓄熱層を示すものであり、１０３は蓄熱を兼ねるＳｉＯ膜、ＳｉＮ膜等からなる層間
膜、１０４は発熱抵抗層である。また、１０５はＡｌ、Ａｌ－Ｓｉ、Ａｌ－Ｃｕ等の金属
材料からなる電極配線としての金属配線層、１０６はＳｉＯ膜あるいはＳｉＮ膜等からな
る保護層であって絶縁層としても機能する。また、保護層１０６の上に設けられ、発熱抵
抗体の発熱に伴う化学的、物理的衝撃から発熱抵抗体を守るためのＴａＳｉ合金である、
上部保護層１０７である。このように、上部保護層１０７は、発熱抵抗層１０４と電極配
線の上方に配置される。１０８は発熱抵抗層１０４の発熱抵抗体で発生した熱がインクに
作用する熱作用部であり、流路形成部材１０９の内部に形成されたインク流路の一部を構
成する。なお、発熱抵抗体とは、発熱抵抗層１０４上で所定の間隔を開けて対向する２つ
の金属配線層１０５の間にあって、電気の印加に応じて発熱する発熱抵抗層１０４で構成
される。
【００２９】
　液体吐出ヘッドにおける熱作用部１０８は、発熱抵抗体での熱発生により高温に曝され
ると共に、インクの発泡、発泡後の泡収縮に伴い、キャビテーション衝撃やインクによる
化学的作用を主に受ける部分である。そのため、熱作用部１０８には、このキャビテーシ
ョン衝撃やインクによる化学的作用から発熱抵抗体を保護するため、上部保護層１０７が
設けられる。上部保護層１０７の上には、流路形成部材１０９を用いて、インクを吐出す
るための吐出口１１０を備えた液体吐出ヘッド用基体１００が形成される。
【００３０】
　図２は、本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体１００の形成法を説明する模式図
である。
【００３１】
　シリコン基板上に形成された上部保護層１０７上に、最終的にインク流路の形状を作成
するための溶解可能な固体層２０１として、レジストをスピンコート法を用いて塗布する
。このレジスト材は、ポリメチルイソプロペニルケトンからなり、ネガ型のレジストとし
て作用する。このレジスト材は、フォトリソグラフィ技術を用いてインク液流路の形状に
パターニングされる（図２（ａ））。続いて、液流路壁や吐出口を構成する材料となる被
覆樹脂層２０３を形成する（図２（ｂ））。この被覆樹脂層２０３を形成する前に、密着
性を向上させるためにシランカップリング処理等を適宜行うことができる。被覆樹脂層２
０３は、従来より知られているコーティング法を適宜選択することができ、インク流路パ
ターンが形成された液体吐出ヘッド用基体１００に塗布することができる。次に、フォト
リソグラフィー技術を用いて被覆樹脂２０３を所望の液流路壁や吐出口の形状にパターニ
ングする。これにより、樹脂製の流路形成部材が形成される。（図２（ｃ））。その後、
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液体吐出ヘッド用基体１００の裏面から、異方性エッチング法、サンドブラスト法、異方
性プラズマエッチング法等を用いて、インク供給口２０６を形成する。最も好ましくは、
テトラメチルヒドロキシアミン（ＴＭＡＨ）、ＮａＯＨやＫＯＨ等を用いた化学的シリコ
ン異方性エッチング法により、インク供給口２０６を形成することができる。続いて、溶
解可能な固体層２０１を除去するために、Ｄｅｅｐ－ＵＶ光による全面露光を行い、現像
、乾燥を行う（図２（ｄ））。
【００３２】
　図３は、本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体を形成する他の方法を説明する模
式図である。
【００３３】
　この図３に示すように、上部保護層１０７のＴａＳｉ合金（Ｔａ１００－ＸＳｉＸ膜）
形成後に、上部保護層１０７と流路形成部材２０３との間に、有機物の密着膜３０７を形
成することもできる（図３（ａ））。密着膜３０７としては、ポリエーテルアミド樹脂を
選択した。この樹脂は、アルカリエッチング耐性に優れ、且つ、シリコン等の無機膜との
密着性も良好であり、さらには、液体吐出記録ヘッドの耐インク保護膜としても用いるこ
とができる等の利点があり、特に好ましいものである。その後、密着層３０７は、フォト
リソグラフィ技術により、例えば、図３（ａ）に示すような形状にパターニングされる。
このパターニングは、通常の有機膜のドライエッチングと同様の方法で行うことができる
。すなわち、ポジ型のレジストをマスクとして、酸素ガスプラズマによりエッチングを行
うことができる。
【００３４】
　以下、上部保護層１０７（Ｔａ１００－ＸＳｉＸ膜）形成後に、密着層３０７を形成す
る方法を図３を用いて説明する。シリコン基板上に、スピンコート法にて、最終的にイン
ク流路となる形状を作成すべく、溶解可能な固体層２０１となるレジストを塗布する。そ
の後、固体層２０１は、ネガ型のレジストとして用いられ、インク流路の形状に、フォト
リソグラフィ技術によりパターニングされる（図３（ｂ））。
【００３５】
　続いて、液流路壁や吐出口を形成すべく被覆樹脂層２０３を形成する（図３（ｃ））。
この被覆樹脂２０３を形成する前に、密着力の向上のため、シランカップリング処理など
を適宜行うことができる。被覆樹脂層２０３は、従来より知られているコーティング法を
適宜選択することができ、インク流路パターンが形成された液体吐出ヘッド用基体１００
上に塗布することができる。塗布された被膜樹脂層２０３は、フォトリソグラフィ技術に
てパターニングされる（図３（ｄ））。その後、液体吐出ヘッド用基体１００裏面より、
異方性エッチング法、サンドブラスト法、異方性プラズマエッチングなどによりインク供
給口２０６を形成する。最も好ましくは、テトラメチルヒドロキシアミン（ＴＭＡＨ）、
ＮａＯＨやＫＯＨ等を用いた化学的シリコン異方性エッチング法により、インク供給口２
０６を形成することができる。続いて、溶解可能な固体層２０１を除去すべく、Ｄｅｅｐ
－ＵＶ光による全面露光を行った後、現像、乾燥を行う（図３（ｅ））。
【００３６】
　以上の図２及び図３を用いて説明した工程により、吐出口やインク流路が形成された流
路形成部材２０３が作成された液体吐出ヘッド用基体１００を、ダイシングソーなどによ
り分離切断、チップ化する。その後、発熱抵抗体を駆動するための電気的接合とインク供
給部材の接合を行い、液体吐出ヘッドが完成する。
【００３７】
　このインクに接する上部保護層１０７は、耐熱性、機械的特性、化学的安定性、耐酸化
性、耐アルカリ性等に優れた膜特性が要求されると同時に、密着層３０７や流路形成部材
２０３との密着性に優れていることが要求される。このような上部保護層１０７は、Ｔａ
とＳｉとからなるＴａＳｉ合金である、好ましくはＴａ１００－ＸＳｉＸにおいてＸ≧２
２ａｔ．％から構成される。ここでａｔ．％とは、ａｔｏｍｉｃ　ｐｅｒｃｅｎｔ（原子
百分率）の略である。
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【００３８】
　上部保護層１０７の膜厚は、１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の範囲で選択される。また、
この上部保護層の膜応力は、少なくとも圧縮応力を有し、０より大きく１．０×１０１０

ｄｙｎ／ｃｍ２以下であることが好ましい。なお、上部保護層１０７は、各種成膜法で作
製可能であるが一般的には電源として高周波（ＲＦ）電源、または直流（ＤＣ）電源を用
いたマグネトロンスパッタリング法により形成することができる。
【００３９】
　図４は、上部保護層１０７を成膜するスパッタリング装置の概要を示すものである。図
４において、４００１はＴａＳｉターゲット、４００２は平板マグネット、４０１１は基
板への成膜を制御するシャッター、４００３は基板ホルダー、４００４は基板、４００６
はターゲット４００１と基板ホルダー４００３に接続された電源である。さらに、図４に
おいて、４００８は成膜室４００９の外周壁を囲んで設けられた外部ヒーターである。外
部ヒーター４００８は、成膜室４００９の雰囲気温度を調節するのに使用される。基板ホ
ルダー４００３の裏面には、基板の温度制御を行う内部ヒーター４００５が設けられてい
る。
【００４０】
　図４の装置を用いた成膜は、次のように行われる。まず、排気ポンプ４００７を用いて
成膜室４００９を１×１０－５Ｐａ～１×１０－６Ｐａまで排気する。次いで、Ａｒガス
を、マスフローコントローラー（不図示）を介してガス導入口４０１０から成膜室４００
９に導入する。この時、基板温度及び雰囲気温度が所定の温度になるように内部ヒーター
４００５及び外部ヒーター４００８を調節する。次に、電源４００６からターゲット４０
０１にパワーを印加してスパッタリング放電を行い、シャッター４０１１を調節して、基
板４００４の上に薄膜を形成させる。
【００４１】
　また、上部保護層１０７の形成の際には、基板の温度を１００℃～３００℃に加熱する
ことにより、強い膜密着力を得ることができる。また、上述したような比較的運動エネル
ギーの大きな粒子を形成できるスパッタリング法により成膜することにより、強い膜密着
力を得ることができる。
【００４２】
　更に、膜応力としては、１．０×１０１０ｄｙｎ／ｃｍ２以下の圧縮応力とすることに
より、同様に強い膜密着力を得ることができる。この膜応力は、成膜装置に導入するＡｒ
ガス流量やターゲットに印加するパワー、基板加熱温度を適宜設定することにより調整す
ることができる。
【００４３】
　図５は、本発明の実施例に係る液体吐出ヘッドが適用される液体吐出記録装置の一構成
例を示す外観図である。この液体吐出装置は旧式のタイプではあるが、本発明は最新の液
体吐出装置に適用されることで、より一層効果を奏するものである。
【００４４】
　図５の液体吐出装置２１００において、記録ヘッド２２００は、駆動モータ２１０１の
正逆回転に連動して駆動力伝達ギア２１０２、２１０３を介して回転するリードスクリュ
ー２１０４の螺旋溝２１２１に係合するキャリッジ２１２０上に搭載されている。記録へ
ッド２２００は、駆動モータ２１０１の動力によってキャリッジ２１２０とともにガイド
２１１９に案内されつつプラテン２１０６に沿って、矢印ａ、ｂ方向に往復移動される。
【００４５】
　２１１１は記録ヘッド２２００の全面をキャップするキャップ部材で、２１１２はキャ
ップ部材２１１１内のインクを吸引排出するための吸引手段である。この吸引手段は、記
録へッドの吐出口からキャップ部材２１１１内へ吸引して、記録ヘッド２２００の吐出性
能を維持するための吸引回復を行う。２１１４はクリーニングブレードで、記録へッドの
吐出口が配された面を摺擦し、その面に付着したインク等を除去する。
【００４６】
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　上述したような構成の液体吐出記録装置２１００は、記録媒体供給装置によってプラテ
ン２１０６上に搬送される記録用紙Ｐに対し、記録ヘッド２２００が記録用紙Ｐの全幅に
わたって往復運動しながら記録を行うものである。
【００４７】
　以下、上部保護層１０７の成膜例、及びそれらを用いた液体吐出ヘッド等についての実
施例により、本発明を更に詳細に説明する。なお、本発明は、かかる実施例等により限定
されるものではない。
【００４８】
　図４に示した装置を使用し、かつ上述した成膜方法を利用して、上部保護層１０７用の
ＴａＳｉ合金の薄膜をシリコンウエハ上に形成し、膜物性を評価した。その際の成膜操作
膜物性の評価について以下に示す。
【００４９】
　［成膜操作］
　まず、単結晶シリコンウエハ上に熱酸化膜を形成し、このシリコンウエハ（基板４００
４）を図４の装置の成膜室４００９内の基板ホルダー４００３にセットした。次いで、排
気ポンプ４００７により成膜室４００９内を８×１０－６Ｐａまで排気した。その後、Ａ
ｒガスをガス導入口４０１０から成膜室４００９に導入し、成膜室４００９内の条件を以
下のようにした。
【００５０】
　［成膜条件］
　基板温度：１５０℃
　成膜室内ガス雰囲気温度：１５０℃
　成膜室内混合ガス圧力：０．６Ｐａ
　次いで、各種ＴａＳｉターゲットを用いて、スパッタリング法により、シリコンウエハ
の熱酸化膜上に２００ｎｍの膜厚でＴａ１００－ＸＳｉＸ膜を形成し、試料１～３を得た
。
【００５１】
　更に、ＴａターゲットとＳｉターゲットを用いて、２元同時スッパタリング法により、
同様にしてシリコンウエハの熱酸化膜上に２００ｎｍの膜厚でＴａ１００－ＸＳｉＸ膜を
形成し、試料４～１２を得た。
【００５２】
　［膜物性評価］
　得られた上記試料１～３、および４～１２についてＲＢＳ（ラザフォード後方散乱）分
析を行い、各試料の組成分析を行った。その結果を表１および表２に示す。
【００５３】
【表１】

【００５４】
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【表２】

【００５５】
　［膜応力について］
　次に、各試料の膜応力について、成膜の前後における基板変形量により測定した。試料
１～１２において、膜応力は０より大きく、１．０×１０１０ｄｙｎ／ｃｍ２以下の圧縮
応力にすることにより、強い膜密着力を得ることができた。膜応力が０より大きい圧縮応
力であると膜が緻密になり、１．０×１０１０ｄｙｎ／ｃｍ２以上であると応力が大きい
ため、ウエハのそりや膜割れの可能性が大きくなる。
【００５６】
　［樹脂との密着性について］
　（実施例１）
　本実施例のＴａ７８Ｓｉ２２膜１０７（組成比が、Ｔａ：７８ａｔ．％、Ｓｉ：２２ａ
ｔ．％の膜を表す。以下、同様。）と密着層（ポリエーテルアミド樹脂）３０７との密着
性を簡易的に評価するために、テープ引き剥がし試験をＰＣＴ（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃｏ
ｏｋｅｒ　Ｔｅｓｔ）後に行った。
【００５７】
　テープ引き剥がし試験は、次のように行った。
【００５８】
　上部保護層１０７が形成されたシリコンウエハ上に、密着層（ポリエーテルアミド樹脂
）３０７を膜厚２μｍに形成し、カッターナイフを用いて１ｍｍ×１ｍｍ角の碁盤目状の
マス目を１０×１０＝１００（縦×横）個、密着層３０７上に形成した。続いて、１２１
℃、２．０２６５×１０５Ｐａ（２ａｔｏｍ）で１０ｈｒ、アルカリインク中に浸漬する
条件でＰＣＴ試験を行った。
【００５９】
　その後に、上記碁盤目状のマス目の部分にテープを貼り、テープによる引き剥がしを行
い、１００個の中でテープにより引き剥がされた数を調べた。その結果、１００個中２３
個程度の剥がれが発生したが、全体的には良好な結果であった。その結果を表３に示す。
【００６０】
　（比較例１）
　実施例１と同様の方法を用いて、Ｔａ膜と密着層（ポリエーテルアミド樹脂）３０７と
の密着性について、ＰＣＴ後の密着性の評価を行った。その結果を表３に示す。
【００６１】
　表３のように、ＰＣＴ試験後にはＴａ膜と密着層３０７との界面から剥がれが発生し、
密着性の低下が顕著であった。
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【００６２】
　（実施例２～９、比較例２～４）
　実施例１と同様の方法を用いて、組成の異なるＴａ１００－ＸＳｉＸ膜について、ＰＣ
Ｔ後の密着性の評価を行った。その結果を表３に示す。
【００６３】
【表３】

【００６４】

【表４】

【００６５】
　上述実施例及び比較例のＴａ１００－ＸＳｉＸ膜において、ＰＣＴ試験を行った後の上
部保護層１０７と密着層３０７との密着性（剥離数）を図８に示す。図８からも明らかな
ように、Ｓｉ組成が少ない膜で低下する傾向があった。特に、Ｔａ１００－ＸＳｉＸ膜の
Ｘが２２ａｔ．％以上の膜では、非常に良好な密着性を有することがわかった。
【００６６】
　以上は、密着層がある場合の結果を示したが、密着層がない場合も同様の傾向を示した
。これらのことより、密着層の有無にかかわらず、Ｔａ１００－ＸＳｉＸ膜（Ｘ≧２２ａ
ｔ．％）は、膜とその上の構造物との密着性向上に対し、効果のあることがわかった。
【００６７】
　また、上部保護層１０７の膜厚は、１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下であることが好ましい
。膜厚が１０ｎｍ未満であると、実際の製品形態において、上部保護層１０７の下層に対
する上部保護層１０７のカバレッジが不十分となるからである。また、５００ｎｍより厚
いと発熱抵抗体層からのエネルギー（熱）がインクに有効に伝達されず、エネルギー損失
が大きくなるからである。
【００６８】
　このように、実施例１～９では、膜厚が１０ｎｍ程度でも優れた密着性を得ることが可
能であった。また、膜応力としては、少なくとも圧縮応力を有し、０より大きく、１．０
×１０１０ｄｙｎ／ｃｍ２以下にすることにより強い膜付着力を得ることができた。
【００６９】
　以上、説明したような実施例１～９は、上部保護層１０７の上部に樹脂（流路形成部材
１０９）を形成した場合に、その樹脂が上部保護層１０７に良好に固定されるものであっ
た。このような上部保護層を用いることにより、より長尺化・高密度化を可能とした液体
吐出ヘッド用基体及びこれを用いる液体吐出ヘッドを提供することが可能となった。
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【００７０】
　（実施例１０）
　上部保護層１０７としてＴａ６５Ｓｉ３５の単層膜を用いて液体吐出ヘッドを完成し、
実際にインクを吐出させて、その吐出評価を行なった。
【００７１】
　本実施例では、Ｔａ５０Ｓｉ５０ターゲットを用いて、スパッタリング法により膜厚２
３０ｎｍのＴａ６５Ｓｉ３５膜を絶縁膜上に形成した。
【００７２】
　その後、Ｔａ６５Ｓｉ３５膜のパターン形成を、一般的なフォトリソプロセスを用い、
レジストパターニング（レジスト塗布、露光、現像）、Ｔａ６５Ｓｉ３５膜のエッチング
、レジスト剥離の順に行った。この際、Ｔａ６５Ｓｉ３５膜のパターン形状は、露光時の
フォトマスクパターンにより所望のパターンを選択することができる。
【００７３】
　その後、シリコン基板１０１の上に形成された上部保護層１０７を含む基板上に溶解可
能な固体層２０１をスピンコート法により塗布し、露光することにより、インク流路とな
るべき形状を作成した。インク流路の形状は、通常のマスクとＤｅｅｐ－ＵＶ光を用いて
得ることができた。その後、被覆樹脂層２０３を積層し、露光装置を用いて露光後、現像
することで吐出口１１０を形成した。続いて、ＴＭＡＨを用いた化学的シリコン異方性エ
ッチング法により、インク供給口２０６を形成した後、Ｄｅｅｐ－ＵＶ光を全面照射し、
現像、乾燥することにより、被覆樹脂層２０３の溶解すべき部位を除去した。以上の工程
により、吐出口１１０やインク流路が形成された流路形成部材１０９が完成した。この流
路形成部材１０９が形成された液体吐出ヘッド用基体１００をダイシングソーなどにより
分離切断、チップ化した。そして、発熱抵抗体を駆動するための電気的接合とインク供給
部材の接合を行い、液体吐出ヘッドを完成させた。
【００７４】
　ここで作製した液体吐出ヘッドを用いてｐＨ１０のアルカリインクを吐出させて吐出評
価を行なったところ、良好な画像記録を得ることができた。また、このインク中に液体吐
出ヘッドを、６０℃、３ヶ月浸漬させた後、インクを吐出させる吐出評価を行ったところ
、良好な記録品位のものを得ることができたとともに、被覆樹脂層２０３の剥離は確認さ
れなかった。
【００７５】
　また、上記液体吐出ヘッドを用いて吐出耐久試験を行った。この試験は、駆動周波数５
ＫＨｚ、パルス幅１μｓｅｃとし、連続して吐出させて液体吐出記録ヘッドが吐出できな
くなるまで寿命を調べた。その結果、耐久性の観点でＴａ１００－ＸＳｉＸ膜のＸが７０
ａｔ．％以下が好ましく、より好ましくは５０ａｔ．％以下であれば良い。
【００７６】
　（実施例１１）
　図６は、本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体を形成する更に他の方法を説明す
る模式図である。
【００７７】
　ここで説明する実施例は、図６に示すように、上部保護層１１１の下にＴａ層が設けら
れている。熱作用部において、ＴａＳｉよりなる上層１１１とＴａよりなる下層１１２と
で構成されている。
【００７８】
　具体的には、上部保護層１１１としてＴａ６５Ｓｉ３５膜、下層膜１１２としてＴａ膜
を用いた場合を示す。
【００７９】
　下層１１２は、Ｔａターゲットを用いて、スパッタリング法により、絶縁膜上に膜厚２
２０ｎｍのＴａ膜を形成した。その後、上層１１１として、Ｔａ５０Ｓｉ５０ターゲット
を用いて、スパッタリング法により、膜厚１００ｎｍのＴａ６５Ｓｉ３５の組成の膜を、
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下層１１２上に形成した。
【００８０】
　その後、Ｔａ６５Ｓｉ３５膜及びＴａ膜の２層からなる膜のパターン形成を、一般的な
フォトリソプロセスを用い、レジストパターニング（レジスト塗布、露光、現像）、Ｔａ

６５Ｓｉ３５膜及びＴａ膜のエッチング、レジスト剥離の順に行った。ここで、Ｔａ６５

Ｓｉ３５膜及びＴａ膜は連続でドライエッチングした。
【００８１】
　この際、Ｔａ６５Ｓｉ３５膜及びＴａ膜のパターン形状は露光時のフォトマスクパター
ンにより所望のパターンを選択することができる。
【００８２】
　その後、実施例１０と同様の工程を経て液体吐出ヘッドを完成させ、ｐＨ１０のアルカ
リインクを吐出させて吐出評価を行なったところ、良好な画像記録を得ることができた。
また、このインク中に液体吐出ヘッドを、６０℃、３ヶ月浸漬させた後、インクを吐出さ
せる吐出評価を行ったところ、良好な記録品位のものを得ることができたとともに、被覆
樹脂層２０３の剥離は確認されなかった。
【００８３】
　（実施例１２）
　ここで説明する実施例は、上部保護層１０７として、ＴａＳｉの傾斜組成膜を用いた場
合を示す。詳細には、上部保護層１０７は、発熱抵抗層１０４から被覆樹脂層２０３に向
かって、Ｓｉの含有量が増加する傾斜組成膜となっている。上部保護層１０７において、
ＴａとＳｉとの組成比は、流路形成部材である被覆樹脂層２０３と接する面の方が、発熱
抵抗層１０４と接する面と比較してＳｉの含有量が多くなっていることが好ましく、より
密着性に対して有利となる。
【００８４】
　本実施例では、ＴａターゲットとＳｉターゲットとを用いた２元スパッタリング法を用
い、ＴａスパッタリングパワーとＳｉスパッタリングパワーを各々可変させて成膜した。
最初はＴａターゲットのみ７００Ｗのパワーを投入し、その後Ｔａターゲットのパワーは
固定し、Ｓｉターゲットのパワーを増加させ、最終的にはＴａターゲットのパワーは７０
０Ｗ、Ｓｉターゲットは６００Ｗまで変化させながら膜厚方向で連続的に膜組成を変化さ
せたＴａＳｉ膜を膜厚は２３０ｎｍで形成した。これにより、発熱抵抗層１０４側のＴａ
から被覆樹脂層２０３側のＴａ６６Ｓｉ３４に向かって、Ｓｉの含有量が増加する傾斜組
成膜となっている。ここでは膜組成が連続的に変化させた構成となっているが、段階的に
変化させても良い。
【００８５】
　上記した保護膜１０７を用いて、実施例１０と同様に液体吐出ヘッドを完成させ、ｐＨ
１０のアルカリインクを吐出させて吐出評価を行なったところ、良好な画像記録を得るこ
とができた。また、このインク中に液体吐出ヘッドを、６０℃、３ヶ月浸漬させた後、イ
ンクを吐出させる吐出評価を行ったところ、良好な記録品位のものを得ることができたと
ともに、被覆樹脂層２０３の剥離は確認されなかった。
【００８６】
　（比較例５）
　実施例１０～１２の比較例として、上部保護層としてＴａのみの単層膜を用いた場合を
示す。
【００８７】
　本比較例では、Ｔａターゲットを用いて、スパッタリング法により膜厚２３０ｎｍのＴ
ａ膜を形成し、実施例１０と同様に液体吐出ヘッドを完成させた。
【００８８】
　そして、この液体吐出ヘッドを用いてｐＨ１０のアルカリインクを吐出させて吐出評価
を行なったところ、良好な画像記録を得ることができた。しかしながら、このインク中に
液体吐出ヘッドを、６０℃、３ヶ月浸漬させた後、インクを吐出させる吐出評価を行った
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ところ、不吐出の部分が観察され、良好な記録品位のものを得ることはできなかった。ま
た、液体吐出ヘッドを観察したところ、被覆樹脂層２０３の剥離が観察され、本来独立し
ているインク流路の部分で、インク流路間の連通箇所が確認された。
【００８９】
　（実施例１３）
　図９は、本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体を形成する更に他の方法を説明す
る模式図である。
【００９０】
　ここで説明する実施例は、図９に示すように、発熱抵抗体に対応する上部保護層１１１
のさらに上層にＴａの層１１２が設けられた２層構成となっている。このように熱作用部
では、Ｔａよりなる上層１１２とＴａＳｉよりなる下層１１１とで構成されている。
【００９１】
　具体的には、上部保護層１０７の上層膜１１２としてＴａ膜、下層膜１１１としてＴａ

６９．１Ｓｉ３０．９膜を用いた場合を示す。
【００９２】
　ＴａＳｉ膜１１１は、ＴａターゲットおよびをＳｉターゲット用いて、２元スパッタリ
ング法により、絶縁膜上に膜厚１００ｎｍのＴａ６９．１Ｓｉ３０．９膜を形成した。そ
の後、Ｔａ膜１１２を、Ｔａターゲットを用いて、スパッタリング法により、膜厚２００
ｎｍで形成する。
【００９３】
　その後、Ｔａ膜及びＴａ６９．１Ｓｉ３０．９膜の２層からなる膜のパターン形成を、
一般的なフォトリソプロセスを用い、レジストパターニング（レジスト塗布、露光、現像
）、Ｔａ膜及びＴａ６９．１Ｓｉ３０．９のエッチング、レジスト剥離の順に行った。
【００９４】
　この際、Ｔａ膜上には流路形成部材が重ならないことが好ましく、流路形成部材はＴａ

６９．１Ｓｉ３０．９上に形成されるのが好ましい。このようなパターン形状は、露光時
のフォトマスクパターンにより所望のパターンを選択することができる。
【００９５】
　その後、実施例１０と同様の工程を経てＴａ６９．１Ｓｉ３０．９膜１１１上の一部に
重なるように、流路形成部材１０９を形成する。本構成にすることにより、Ｔａ６９．１

Ｓｉ３０．９膜１１１上に流路形成部材を形成させることにより、密着性を向上させるこ
とができた。一方、インクに接する上層膜１１２としてＴａ膜を用いることにより、従来
と同等の耐久性を得ることができた。次に、液体吐出ヘッドを完成させ、ｐＨ１０のアル
カリインクを吐出させて吐出評価を行なったところ、良好な画像記録を得ることができた
。また、このインク中に液体吐出ヘッドを、６０℃、３ヶ月浸漬させた後、インクを吐出
させる吐出評価を行ったところ、良好な記録品位のものを得ることができたとともに、被
覆樹脂層２０３の剥離は確認されなかった。
【００９６】
　（本実施形態で得られる膜のエッチングレートについて）
　表３の実施例１～３で成膜された各々の組成の金属膜上に、所定の形状にパターニング
されたフォトレジストを形成した試料を作製した。これに対し、リアクティブイオンエッ
チング装置を用いて、Ｃｌ２ガスを流量１００ｓｃｃｍ、圧力１Ｐａに導入し、５００Ｗ
のパワーで各々の試料に対してドライエッチングを実施した。その結果、Ｓｉ量が増加す
るとエッチングレートは増加する傾向ではあるが、実施例１～３の膜のエッチングレート
は、２００～３００ｎｍ／ｍｉｎ．程度であり、組成による依存性は低いことがわかった
。
【００９７】
　これに対し、特許文献２に開示されているＴａＣｒでは、ドライエッチングによるエッ
チングレートはＣｒ含有量に依存し、Ｃｒ量が増加するとエッチングレートが大幅に低下
し、組成による依存度が大きい。本発明のＴａＳｉは、組成によるエッチングレートの影
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【００９８】
　以上、説明した実施例１０～１３は、液体吐出ヘッド用基体１００上の上部保護層１０
７の流路形成部材１０９と接する下面にＴａＳｉ膜を形成したものである。これらの実施
例によると、記録画像の高精細化に対応した小ドット化や高速記録に対応した例えば１イ
ンチ以上の長尺化、あるいは多様なインクを用いた場合にも上部保護層と液流路を形成す
る樹脂層との密着性が改善された。また、実施例１４により、本発明のＴａＳｉ膜は、ド
ライエッチング法を用いて大きく組成により依存することなくエッチング加工が可能であ
り、既存の装置を用いてパターン加工が可能である。その結果、高密度化を可能とする液
体吐出ヘッド用基体及びこれを用いる液体吐出ヘッドを提供することが可能となった。
【００９９】
　なお、上述の各実施例は、フォトリソグラフィ技術を用いて吐出口、インク流路等の流
路形成部材を形成した液体吐出ヘッドについて説明してきた。しかしながら、本発明はこ
れに限られず、吐出口となるオリフィスプレートやインク流路を形成する天板を別体で構
成し、これらを接着剤等により上部保護層の上に形成したものも包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体の部分断面図である。
【図２】本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体を形成する方法を説明する模式図で
ある。
【図３】本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体を形成する他の方法を説明する模式
図である。
【図４】本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体の各層を成膜する成膜装置である。
【図５】本発明の実施例に係る液体吐出ヘッドが適用される液体吐出記録装置の一構成例
を示す外観図である。
【図６】本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体を形成する更に他の方法を説明する
模式図である。
【図７】電圧を印加してからの上部保護層の温度変化と発泡状態とを説明する図である
【図８】本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体を用いて、密着膜との密着性に対す
る組成依存性を説明する図である。
【図９】本発明の実施例に係る液体吐出ヘッド用基体を形成する更に他の方法を説明する
模式図である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００　液体吐出ヘッド用基体
　１０１　シリコン基板
　１０２　蓄熱層
　１０３　層間膜
　１０４　発熱抵抗層
　１０５　金属配線
　１０６　保護層
　１０７　上部保護層
　１０８　熱作用部
　１０９　液路形成部材
　１１０　吐出口
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